
 

(別添) 

会計検査院指摘の概要 

 

【特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態】 

 会計検査院が行った実地検査の結果、19市区等の 26事業所において、特定事業所集中減

算の適用を誤っていた事態が見受けられた。 

 具体的には、当該事業所において特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算にあたり、①

訪問介護サービス等を位置付けた計画数（分母）を過大に集計したり、②訪問介護サービス等に

係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数（分子）を過小に集計したりして、特定事業所集中減

算の適用に係る割合が 80％を超えなかったことから、特定事業所集中減算を適用していなかっ

たことによるもの。（詳細は別紙参照） 

 

【発生原因】 

 居宅介護支援事業所において、算定基準等を十分に理解していなかったことや、市区町村に

おいて、事業所に対する指導等が十分でなかったこと。 

 なお、19市区等においては、特定事業所集中減算にかかる届出書の提出がなかった事業所

について、特定事業所集中減算の適用に係る割合が 80％を超える事業所である可能性につい

て、国民健康保険団体連合会から提供される居宅介護支援請求状況一覧表で印が表示されて

いるかを確認しないなど、特定事業所集中減算の適否についての確認が十分でなかった。 

  



 

（別紙） 

 

   特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因について 

                 

【会計検査院から指摘を受けた事態】                               

先般、会計検査院により、居宅介護支援事業所において、特定事業所集中減算の適用に係る

割合の計算にあたり、①訪問介護サービス等を位置付けた計画数（分母）を過大に集計したり、

②訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数（分子）を過小に集計した

りして、特定事業所集中減算の適用に係る割合が 80％を超えなかったことから、特定事業所集

中減算を適用していなかったことにより、介護給付費を過大に算定していた事態についての指摘

がありました。特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因は、以下の

とおりです。 

つきましては、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、同様の誤りがな

いよう、ご留意ください。 

                                                 

【特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因】  

①  訪問介護サービス等を位置付けた計画数（分母）を過大に集計していたことによるもの 

 

居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した場合

に、訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画ごとに各月 1人 1件として数えるべきと

ころ、1件の居宅サービス計画で訪問介護サービスを提供する事業所（以下「訪問介護事業

所」という。）が複数である場合に訪問介護事業所ごとに計画数を重複して数えたことにより実

際の計画数を上回る集計となるなど、居宅介護支援事業所が計画数の集計方法を誤認してい

たため、判定期間に占める割合が 80％を超えていないとして特定事業所集中減算届出書を市

区町村に提出していなかった。 

 

②  訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数（分子）を過小に集計し

たりしていたことによるもの 

 

 居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画のうち、最もその

紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた計画数を数えるべきとこ

ろ、紹介率最高法人の運営する訪問介護事業所が複数ある場合に一部の訪問介護事業所に

係る計画数しか集計していなかったり、他の市区町村に所在する同じ法人が運営する事業所

に係る計画数を集計していなかったり、居宅介護支援事業所と同じ法人が運営する訪問介護

事業所があるのにこれを除いて計画数を集計していたりするなどしていたため、判定期間に占

める割合が 80％を超えていないとして特定事業所集中減算届出書を市区町村に提出してい

なかった。 

 

 

 

 

 



 

（参考）指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養

管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (老企第 36号)（抜粋） 

 

第三 居宅介護支援費に関する事項 

13 特定事業所集中減算について 

(1) 判定期間と減算適用期間 

    居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所において作成さ 

れた居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従 

い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用す 

る。 

① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用期間を 10月１日から 

３月 31日までとする。 

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から 

９月 30日までとする。 

(2) 判定方法 

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、 

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス

等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービ

ス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を

位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれ

かについて 80%を超えた場合に減算する。 

(具体的な計算式) 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサ

ービスの値が 80%を超えた場合に減算 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付

けた計画数 

(3) 算定手続 

判定期間が前期の場合については 9月 15日までに、判定期間が後期の場合について

は 3月 15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を

作成し、算定の結果 80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければな

らない。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において 2年間保

存しなければならない。 

① 判定期間における居宅サービス計画の総数 

② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計

画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 

④ (2)の算定方法で計算した割合 

⑤ (2)の算定方法で計算した割合が 80%を超えている場合であって正当な理由がある場合

においては、その正当な理由 

(4) 正当な理由の範囲 

(3)で判定した割合が 80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理



 

由がある場合においては、当該理由を市町村長に提出すること。なお、市町村長が当該理

由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理

由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、

地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市町

村長において適正に判断されたい。 

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスご

とでみた場合に 5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合 

(例) 訪問介護事業所として 4事業所、通所介護事業所として 10事業所が所在する地域

の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が 80%を超えても減

算は適用されないが、通所介護について 80%を超えた場合には減算が適用される。 

(例) 訪問介護事業所として 4事業所、通所介護事業所として 4事業所が所在する地域

の場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた

割合が 80%を超えた場合でも減算は適用されない。 

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

③ 判定期間の 1月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20件以下であるなど事業所が

小規模である場合 

④ 判定期間の 1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けら

れた計画件数が 1月当たり平均 10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合 

(例) 訪問介護が位置付けられた計画件数が 1月当たり平均 5件、通所介護が位置付

けられた計画件数が 1月当たり平均 20件の場合は、訪問介護について紹介率最高

法人を位置づけた割合が 80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について

80%を超えた場合には減算が適用される。 

⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に

集中していると認められる場合 

(例) 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を

受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出

し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。 

⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合 


